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－ 将来への投資で明るい未来を築き上げる － 

 

令和６年釧路市議会２月定例会の開会にあたり、市政執行方

針について所信を述べ、議員各位並びに市民の皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

 

冒頭、元日に発生し、最大震度７を記録した令和６年能登半

島地震で被害に遭われた皆様に衷心よりお見舞いを申し上げま

すとともに、犠牲になられました方々とご遺族の皆様に深くお

悔やみを申し上げます。また、被災地におきまして、昼夜を問

わず被災者の救助に全力を尽くしておられる関係者の皆様にも

深く敬意を表するところであります。 

釧路市といたしましても、災害派遣医療チームであるＤＭＡＴ
ディーマット

を派遣するほか、給水車による給水対応、現在は復旧に向けた

支援などを実施してまいりました。 

能登半島地震では、家屋の倒壊並びに情報や道路などのイン

フラの寸断や二次避難などが課題となっており、日本海溝・千

島海溝沿いの巨大地震の発生が想定されている釧路市といたし

ましても、改めて、備えの確認・点検等を行っているところで

す。 

 

Ⅰ はじめに 
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さて、私が平成20年11月から市政を担わせていただき４期・

16年、これまで多くの皆様のご支援とご理解をいただきながら、

釧路市の発展のため、邁進してまいりました。 

市議会議員・道議会議員としての経験はあるものの、市長就

任から数ヶ月の間に改めて釧路叢書や釧路新書を読み、まちの

歴史や先達の想いを受け止め、「市民」との言葉には、今を生き

る市民は勿論のこと、今を築いた先達の市民と、これから生ま

れる将来の市民が含まれることを強く意識したものです。 

その中で、全ての営み・活動は「成長・発展を目指すもの」

との考えから、地域にある全ての資源を活用し、プラス成長を

目指す「都市経営」の理念を掲げ、「都市経営戦略プラン」の策

定、財政健全化のための第三セクターの処理、域内連関の理念

に基づく新たなまちづくりの指針である「まちづくり基本構想」

を策定し、ひがし北海道の拠点都市として持続的な発展の基盤

を整えることに注力してまいりました。 

 

併せて、国家的な課題である人口減少問題についても、国並

びに都会では、出生率が上昇し、子どもの数が増えれば人口増

につながる「自然減」対策がメインになるものの、地方都市で

は、子どもたちが一定の年齢になれば都会に出ていってしまう

社会構造「社会減」から脱却することも必要なことから、若い

世代がこのまちで生活すること、働くことを主眼として、仕事・
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雇用を創ることが将来に向けた人口減少対策の重要施策と受け

止めております。これらの成果は一朝一夕で表れるものではな

くとも、今後も粘り強い取り組みを継続することが必要と考え

ております。 

 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックから４年。昨年５

月に感染法上の位置付けが２類相当から５類へ引き下げられ、

様々な場面で社会経済活動が正常化に向かう動きが加速する一

方、一昨年から続く世界的な物価高騰は恒常化の様子が見受け

られるほか、令和６年能登半島地震の発生や、全国的な気候変

動など、常に新たな課題への対応が求められる状況が続いてお

ります。 

 

このような先を見通しづらい状況の中、住民に身近な行政を

担う地方自治体だからこそ、市民生活の充実に向けた施策を実

行しながら、将来ビジョンを共有し、将来への投資となる政策

や事業を皆様とともに作り上げていくことが大切と考えており

ます。 

 

以下、令和６年度の市政の執行方針についてご説明申し上げ

ます。 
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国の令和６年度地方財政対策は、社会保障関係費や人件費の

増加が見込まれる中、地方団体が、住民のニーズに的確に応え

つつ、こども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対応し、

行政サービスを安定的に提供できるよう、地方税、地方交付税

等の一般財源総額は、交付団体ベースで、前年度比プラス0.9％、 

約６千億円の増加となりました。 

 これに対し、本市における令和６年度の一般財源総額は、前

年度比マイナス1.9％、約10億7千万円の減となっております。

そのうち、市税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、マ

イナス 2.3％、約 11億円の減を見込んでおります。 

 

令和６年度の予算編成におきましては、さまざまな社会情勢

の動きがある中で、国が推進しているデジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）・防災などとの連動に関連する経費や、人件

費の上昇などへの対応をしつつ、「釧路市まちづくり基本構想」

の基本となる「域内連関」の考え方のもと、経済活性化や人材

育成、子育てといった分野に重点を置き、さらには、雇用が生

まれる地域の経済環境、市税の増収に繋がる事業への「投資」

を意識し、減債基金からの繰入れを行いながら、予算編成を行っ

たところであります。 

予算編成 

 Ⅱ 令和６年度市政執行方針 

 

財政環境 
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また、建設工事の発注につきましては、年度内における発注

時期の平準化、春先の受注機会の拡大などを目的として、令和

６年度発注予定工事の一部をゼロ市債事業としております。 

 

まちの活力を高める経済の活性化は、市民の安定した暮らし

の基礎となる雇用を作ります。雇用が生まれると、教育や福

祉、医療などの生活基盤が整った、誰もが健康で安全に安心し

て暮らし続けることができるまち、さらには、次世代を担う若

者が地域の未来に希望を描くことができるまちへと発展しま

す。地域経済を担う人材を育て、経済活動を支える都市機能の

向上を図り、経済の活性化につなげるための投資となる施策に

重点を置き、令和６年度予算を編成したところであります。 

新たな産業構造への挑戦のため、水産では、海面養殖や陸上

養殖の実証実験を行い、獲る漁業とつくり育てる漁業の共存へ

の挑戦を継続するとともに、ＣＯ２
シーオーツー

吸収のためのブルーカー

ボン推進事業として、漁業協同組合が行うコンブ養殖事業を支

援いたします。 

中心市街地における賑わい創出を図るため、創業希望者との

マッチングなど、遊休不動産の利活用促進に向けた新たな支援

の枠組みを形成していきます。 

また、防災、景観などの面で大きな影響がある空きビルにつ

きましては、都心部の特定空家等に認定する空きビル１棟の解

まちの活力を高める

経済の活性化 
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体が見込まれ、除却補助制度等により除却を進めてまいります。 

市内中小企業等の事業継続・雇用維持を図るため、釧路市ビ

ジネスサポートセンターｋ－Ｂｉｚ
ケ ー ビ ズ

による市内企業の売上アッ

プや人材確保などの積極的な伴走型支援、さらには株式会社ｋ

－Ｈａｃｋ
ケ ー ハ ッ ク

によるスタートアップ人材の育成支援を行ってまい

ります。 

また、小・中学生等を対象とした起業体験のプログラム等を

通して、地元釧路での活躍が期待される次世代人材の育成に取

り組みます。 

雇用関係では、若年層の担い手不足解消や企業の採用力強化

を図るため、新たに、収益向上を賃金上昇・福利厚生・人材育

成等へ積極的に投資する市内優良企業の表彰や市内企業の人材

確保・育成のための取り組みに対する支援を行います。 

観光振興の分野では、昨年、北海道で開催された「アドベン

チャートラベル・ワールドサミット」を通じ、豊かな大自然と

ともに、そこに生息する貴重な動植物の保護と共生の取り組み

が大きく評価されました。かけがえのない地域資源や、先人か

ら培われてきた歴史や文化が育まれてきたからこそ、この地域

に観光が成り立っていることを改めて認識し、関係事業者をは

じめ地域の担い手とともに、アドベンチャートラベルの推進に

取り組んでまいります。 

また、これらの取り組みを推進する安定的な財源対策として、
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入湯税の超過課税の継続や宿泊税導入に向けた議論を進めてま

いります。 

「阿寒湖及び周辺地域」の世界自然遺産登録に向けた新たな

取り組みとして、これまで集積してきた知見を生かし、エコ

パークの登録に向けた検討を進めてまいります。 

都市機能向上の分野では、北海道横断自動車道の阿寒－釧路

西間がいよいよ開通を迎えます。昭和 32年に計画されて以来、

地域として要望を続けてきた念願の路線であります。防災面、

観光振興、物流の効率化などの整備効果が最大限に発揮される

よう、利用促進に向けた様々なプロモーションを行ってまいり

ます。 

このまちの未来につなげていくために、課題や向かうべき目

標を皆様としっかり共有し、同じ方向に向かって力を合わせて

いくことが重要であると考えており、その「つながり」を大切

にまちづくりを進めてまいります。 

 

併せて、まちづくり基本構想の着実な推進により目指すべき

まちづくりを実現すべく、以下、分野別の取り組みを述べさせ

ていただきます。 

 

「福祉・安全安心」分野では、誰もが幸せで安心な暮らしづ

くりを進めるため、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ること

誰もが幸せで 

安心な 

暮らしづくり 
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を目的に、中学生までの子どもの入院・通院医療費及び 18歳ま

での入院医療費の無償化を継続いたします。 

産後１年未満の母子を対象として、心身のケアや育児のサポー

トを行う産後ケア事業につきましては、全ての産婦に対して利

用料の減免支援を導入するほか、健康診査事業として、出産後

間もない時期の産婦を対象とする健康診査の費用を助成し、産

後の初期段階における母子に対する支援を強化することにより、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制の充実に努

めてまいります。 

年々、増加している肥満傾向児の対策として、教育委員会と

連携し、キッズ健診を主体とする栄養改善に向けた総合的事業

を実施することにより、学童期からの生活習慣病対策を強化し

てまいります。 

保育の確保と子育て支援を充実させるため、保育施設 12園で

実施している特別支援保育事業については、令和７年度から、

全保育施設での実施に向けた準備を進めているところであり、

令和６年度は、拡大に向けた移行期間の取り組みとして、３歳

児の特別支援保育事業について拡充し、障がいや、特別な配慮

や支援を必要とする児童の特性に合わせた保育環境の充実を

図ってまいります。 

また、病気の回復期にある病後児の保育事業の実施に加え、

病児対応型保育事業を実施する事業者への支援を継続してまい
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ります。 

市立釧路総合病院では、釧路・根室圏域における地方センター

病院として高度急性期医療の機能を確保するため、新棟建設等

事業における建設工事に着手します。 

救急医療体制につきましては、医師の高齢化や働き方改革へ

の対応等を踏まえ、持続可能な医療の提供に向け、釧路市医師

会等の関係機関と協議を進め、釧路市夜間急病センターを核と

した初期救急医療体制の構築を進めてまいります。また、休日・

夜間の入院治療を必要とする小児の重症救急患者に対する医療

を確保するため、実施病院への支援を継続し、市民が安心して

医療を受けることができるよう、救急医療体制の充実に努めて

まいります。 

がん対策につきましては、かかりつけ医による受診勧奨や子

宮頸
けい

がん及び乳がんの無料クーポン券の配布を継続し、がん検

診の受診率向上とがんの早期発見に努めてまいります。 

高齢者の外出と社会参加を促し、生きがいづくりと健康づく

りを促進するため、70歳以上の方、全てを対象にした高齢者外

出促進バス事業を継続いたします。 

また、令和６年度から８年度を計画期間とする第９期釧路市

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、高齢者が可

能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケ

アシステムの充実に向け、介護予防の推進、在宅医療と介護の
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連携、介護サービス基盤の整備を進めるほか、介護人材確保対

策を実施し、介護事業者を支援してまいります。 

障がい者福祉においては、障がいのある方々が地域で安全に

安心して暮らせるよう、障がい者就労支援の充実を図るととも

に、バリアフリー情報の提供などを通じ、障がいへの理解と社

会参加の促進に向けて取り組んでまいります。 

生活困窮者等の自立支援につきましては、包括的な相談支援

体制や就労支援の取り組みなどが着実な成果を上げてきた中で、

引き続き、経済的自立や日常生活・社会生活自立へ向けた支援

を行ってまいります。 

ひきこもり状態にある方やそのご家族が、相談への第一歩を

踏み出すことができるよう、相談窓口の周知に努めるとともに、

関係機関と連携して支援体制の構築を進めてまいります。 

災害時に自力避難が困難な避難行動要支援者の避難計画の作

成や支援体制の構築を推進するとともに、地域安心ネットワー

ク事業による地域の見守り活動等に取り組み、地域の相互扶助

機能の向上を図ってまいります。 

気候の変化などによる様々な災害リスクの高まりに対し、市

民の生命・財産を守る観点から、自衛隊等の関係機関と連携し

た防災総合訓練を実施するほか、日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震に係る津波対策として、新たに大楽毛や音別地区におけ

る津波避難タワーの建設に着手するとともに、大楽毛地区にお
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ける津波避難複合施設の建設などを引き続き進め、津波一時避

難場所を確保し避難困難地域の解消を図ってまいります。 

西消防署大楽毛支署の庁舎建設に併せて、第12分団庁舎を移

転・併設し、大楽毛地区の消防体制の充実強化を図ってまいり

ます。 

併せて、消防力の増強として、消防ポンプ自動車及び救急車

の更新や火災、災害活動用資器材の整備を行うとともに、消防

救急デジタル無線設備の更新工事を着実に進め、災害に強いま

ちづくりを進めてまいります。また、高齢化の進展等により増

加が見込まれる救急需要に対応するため、特に救急要請が多い

平日の日中時間帯に運用する救急隊を創設し、救急体制の強化

を図ってまいります。 

 

「環境・教育・文化」の分野では、当地域は、郷土を愛する

心豊かなひとづくりを進めるため、タンチョウやオジロワシ・

オオワシ、シマフクロウなどに代表される希少野生生物が多く

生息する地域の特性を守り、野生生物との共生を目指し、地域

研究機関や民間企業、国、北海道と連携し、人々が猛禽類など

の野生生物の生息環境を改善する「環境治療」という世界的に

も先駆的な取り組みを進めてまいりました。 

こうした取り組みの歴史や成果は、地域の優位性の一つであ

ることから、様々な媒体や機会を通じて、地域の素晴らしさを

郷土を愛する 

心豊かな 

ひとづくり 
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国内外に発信してまいります。 

一方で、近年、観光地や人里へのヒグマの出没や人身被害が

発生していることから、人への警戒心をもたせ、人里への出没

の抑制を図るとともに、ヒグマ対策に従事できる人材の育成を

目的とした、北海道のヒグマ管理計画に基づく「人里出没抑制

等のための春期管理捕獲」を実施し、地域のヒグマ被害の未然

防止に努めてまいります。 

また、令和６年度は、釧路湿原と管内の２つのラムサール条

約登録湿地（厚岸湖・別寒辺牛湿原、霧多布湿原）が、オース

トラリア・ハンター河口湿地と姉妹湿地提携を締結してから

30年の節目にあたることから、現地で開催される記念式典に

出席し、現地湿地関係者との意見交換を通じて、双方の湿地の

役割を再確認するとともに、連携した啓発事業を推進してまい

ります。 

2050年カーボンニュートラル達成に向けては、計画期間であ

る2030年度までに2013年度比で二酸化炭素排出量を48％とす

る削減目標を、今年度末に改定する第２次釧路市環境基本計画

に盛り込んだところであります。この実現に向けては、「釧路市

自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」

に基づき、本市の豊かな自然環境や生物多様性などを将来の世

代に継承することを第一に掲げながら、釧路湿原国立公園、阿

寒摩周国立公園の「ゼロカーボンパーク」における脱炭素の取
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り組みなどを進めてまいります。 

さらに、釧路コールマインが取り組む二酸化炭素の坑内埋め

戻し技術開発への支援、戸建て住宅や事業者の省エネ化・再エ

ネの推進、ブルーカーボンの調査・研究、水平リサイクルの推

進など、脱炭素化が地域の課題解決や経済の好循環、まちづく

りにつながるという視点を持ち、全庁横断的かつ官民連携した

中でゼロカーボンシティとしての取り組みを推進してまいりま

す。また、新たに国が進める地球温暖化対策につながる国民運

動「デコ活」につきましては、市としても、令和５年 12月に釧

路町・釧路信用金庫との３者で「デコ活宣言」を行ったところ

であり、市民・事業者と一体となって行動変容につなげてまい

ります。 

釧路市民憲章の普及・啓発につきましては、制定 60周年記念

事業の開催を契機に、市民憲章のさらなる推進を図ります。 

男女平等参画の推進につきましては、性別にかかわりなくと

もに協力し、個性と能力を十分に発揮できる男女平等参画社会

の実現のため、2024 年度から 2027 年度を計画期間とする「く

しろ男女平等参画プラン 中間改定」による取り組みを進めて

まいります。 

また、性的マイノリティの方が人生のパートナーと安心して

暮らすことのできるまちの実現を目指し、「釧路市パートナーシッ

プ宣誓制度」を開始いたします。 
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暑さ対策といたしましては、釧路地区・音別地区のコミュニ

ティセンターや阿寒町公民館などに、猛暑時の避難ができるよ

う、クールシェルター機能を整備いたします。 

アイヌ団体と連携し、伝統的な料理、刺繍、伝統遊び等の体

験講座を開催し、アイヌ文化の保存・継承や、アイヌ民族の伝

統等に関する理解の促進、アイヌ文化を生かした観光等の産業

振興の取り組みを進めてまいります。 

併せて、本年、工事完了となります阿寒アイヌクラフトセン

ターにおいて、アイヌ工芸等の担い手育成に取り組んでまいり

ます。 

青少年の文化芸術活動の振興及び次代の担い手の育成を図る

ため、国内外で活躍するアーティスト等を講師として実施する

各種講習会等開催助成制度を拡充し、学校や地域等の身近な場

所で、質の高い文化芸術を体験できる機会を充実させてまいり

ます。 

地方移住への関心が引き続き高まっているなか、くしろお試

しワーキングホリデー事業をはじめとする就労世代を対象とし

た移住施策を強化するとともに、積極的な情報発信と移住希望

者に対する的確なサポートに努め、移住・定住人口の増加に取

り組んでまいります。 

阿寒地区においては、地域おこし協力隊制度を活用し、空き

物件等の利活用につながる取り組みや阿寒丹頂の里エリアの魅
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力向上と優位性を生かしたまちづくりに取り組んでまいります。 

学校教育及び生涯学習につきましては、「釧路市教育大綱」に

基づき、児童生徒の基本的な学習習慣と基礎的・基本的な学力

の定着を図るとともに、不登校対策として「学びの多様化学校」

の設置に向け、文部科学省や北海道教育委員会と協議を進め、

釧路市の実態に応じた学びの多様化学校の在り方について検討

を進めてまいります。 

「釧路市がめざす学校のすがた基本計画」に基づき、音別地

区・大楽毛地区において義務教育学校の施設整備を進めます。 

小学校、中学校においては、暑さ対策として阿寒地区におい

て窓枠エアコンの整備を進めるとともに、防犯カメラを３校に

設置するなど、安全・安心な教育環境の整備を進めてまいりま

す。 

新給食センターにつきましては、令和７年４月の供用開始に

向け、安全・安心な学校給食の提供を行うため、準備を進めて

まいります。 

北陽高等学校では、専属のＡＬＴの配置や実用英語検定の受

検料助成などを継続しながら、台湾への見学旅行を実施するこ

とにより、国際理解教育の推進と外国語教育の強化につなげて

まいります。 

スポーツ振興の一環として、釧路市合宿誘致スーパーバイザー

協議会による積極的なスポーツ合宿チームの誘致を行います。
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また、アスリート主導のスポーツ教室を行い、地元若手選手の

学びや成長する機会を提供することで、地域における競技力の

向上に努めてまいります。 

なお、翌年２月に本市で開催となります「全国高等学校総合

体育大会第 74 回全国高等学校スキー大会」につきましては、

しっかりとした受入体制の構築を進め、アルペンスキーの合宿・

トレーニング拠点としてのブランド化を図ってまいります。 

氷都釧路におけるアイスホッケーの振興には、プロアイスホッ

ケーチームの存在が重要であり、引き続き釧路アイスホッケー

連盟と連携し、存続に向けて取り組んでまいります。 

 

「経済・産業」分野では、域内循環と外から稼ぐ力を高める

仕組みづくりを進めるため、農業につきましては、国営緊急農

地再編整備事業による農地の大区画化や老朽化した農業用水道

施設等の整備、野菜振興対策の強化を行い、農業生産基盤の充

実を図るとともに、地域おこし協力隊や生産者団体等と連携し

た、釧路の農業・農産物の情報発信、牛乳・乳製品の消費を促

す取り組みを行うほか、新規就農者支援の充実を図り、農村地

域の担い手対策や地元農産物の消費拡大を推進してまいります。 

林業・木材産業につきましては、森林環境譲与税を活用し、

適切な森林管理や担い手の確保・育成、地域材の利活用の推進

などを通じて、森林資源の循環利用を推進していくほか、音別

域内循環と 

外から稼ぐ力を 

高める 

仕組みづくり 
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地区の特産である蕗の生産・加工・販売を推進してまいります。 

水産業につきましては、今年度、完成を迎える第８魚揚場の

高度な衛生管理体制を確立するための電動フォークリフトの導

入などにより、水産物の付加価値向上を図ってまいります。 

併せて、水産加工品開発の支援やくしろプライド釧魚事業の

展開により、水産物の一層の消費拡大を目指してまいります。 

鉱工業においては、国内唯一の坑内掘
こうないぼり

稼
か

行
こう

炭鉱
たんこう

である釧路炭

鉱の長期安定化に向け、地域の石炭を燃料とする火力発電の安

定稼働や海外産炭国に対する研修事業の継続、釧路コールマイ

ンが取り組むＣＯ２
シーオーツー

の坑内埋め戻し技術開発への支援等に取り

組んでまいります。 

釧路市観光振興ビジョンの中間見直しを踏まえ、経済波及効

果をさらに高める観光施策として、アドベンチャートラベルや

広域の官民連携による高付加価値旅行者層の獲得に向けたモデ

ル観光地づくりを重点的に進めてまいります。 

産業支援では、一般社団法人釧路地域ＤＸ推進協会が実施す

る地域企業におけるデジタル技術を活用した業務改善や生産性

向上の取り組みに対し支援を行います。 

既存企業へのサポートに引き続き努めるとともに、豊富な地

域資源、整備された物流インフラ、冷涼な気候といった地域特

性や地域間・企業間のネットワークを生かした企業誘致活動や、

首都圏等企業の働き方の変化をふまえ、地方へのビジネス参入
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を検討する企業をターゲットとしたテレワークやサテライトオ

フィス等、効果的な企業誘致に取り組んでまいります。 

新産業創造に向けて、日本製紙釧路工場跡地における完全閉

鎖型陸上養殖事業の実証試験を引き続き支援するほか、地元企

業等が主体となる民間団体の新産業創造の取り組みに対し支援

を行います。 

地場産品の普及促進と販路拡大を図るため、消費者や小売店

に向けた普及活動を行うとともに、金融機関と連携しながら、

商談会への出展支援、首都圏の小売店をターゲットとした商談

機会の創出に取り組んでまいります。 

テレワーク等推進事業では、Ｗｅｂ
ウ ェ ブ

等各媒体を使った情報発

信や首都圏からの人・企業の呼び込みを図るため、地域課題の

解消をテーマにしたモニターツアーを行い、ワーケーションの

推進を図ってまいります。 

また、引き続き、奨学金返済支援制度や地元企業のインター

ンシップ受入の支援を継続するとともに、ＵＩＪターン就職マッ

チング制度の充実に努め、地元で働くことの優位性を積極的に

発信し、優秀な人材の確保・定着に取り組んでまいります。 

音別地区においては、地域おこし協力隊を活用し、富貴紙を

はじめとした特産品の高付加価値化や販路拡大に引き続き取り

組むとともに、特産品開発事業者に対する支援を拡充してまい

ります。また、音別町憩いの森の魅力の向上、知名度向上につ
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ながる仕組みづくりについても、地域おこし協力隊を募るほか、

誘客促進を図るため、専門事業者の助言をいただきながら、今

後の施設整備の方向性の検討を進めてまいります。 

 

「都市構造・都市基盤」分野では、ひがし北海道の拠点都市

として持続可能なまちづくりを進めるため、釧路市立地適正化

計画について、新たに、防災指針を策定するとともに、中間評

価に基づく見直しを行ってまいります。また、新釧路川に架か

る愛国北園通の橋梁整備事業の実施に向け、適切に都市計画の

変更を進めてまいります。 

釧路駅周辺整備推進事業につきましては、引き続き土地区画

整理などに関する調査設計等を継続するとともに、それらの成

果に基づいて、これまでの事業構想から、より具体的な事業計

画の段階へと発展させ、さらなる市民理解の促進に努めてまい

ります。 

旧日本銀行釧路支店の利活用に向けては、具体の活用と運用

を見据えた担い手を広く民間事業者から募る取り組みを進めて

まいります。 

道路につきましては、生活道路の整備、橋梁等の点検や計画

的な維持修繕、避難用道路の整備を進め、安全で円滑な交通を

確保し、地域の住環境の向上を目指してまいります。 

生活交通バスにつきましては、路線維持のための不採算路線

拠点都市として 

持続可能な 

まちづくり 
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の支援や利用促進事業などにより、地域住民の足となる公共交

通機関の維持を図ってまいります。 

釧路港につきましては、ひがし北海道の物流拠点港湾として

の機能確保に向け、船舶航行の安全に資する防波堤などの整備

や老朽化した施設の改良を進めるほか、港湾計画改訂に向けた

「釧路港将来ビジョン」の策定に取り組んでまいります。併せ

て、内航、外貿定期船が運航する強みや、高規格道路の開通に

よる利便性向上について、官民一体となったポートセールスな

どでアピールするとともに、クルーズ船につきましては、北米

から最も近い大型船が入港できる港として、安定的な寄港増加

に向けて、さらなる誘致活動に取り組んでまいります。 

たんちょう釧路空港におきましては、今後も運営者や関係団

体等と連携し誘致活動を行うとともに、地上支援業務をはじめ

とする受入環境整備を図りながら、チャーター便の誘致や国際

定期便の復活に向けた取り組みを進めてまいります。 

公営住宅につきましては、長寿命化計画に基づき、ストック

改善事業等を行うほか、堀川団地、阿寒地区のグリーン団地、

まりも団地及び音別地区の川東団地での建設工事を進めてまい

ります。また、空家等対策事業におきましては、法に基づき、

適切な管理への指導・助言を継続的に進めてまいります。 

水道事業及び下水道事業につきましては、効率的な事業運営

による財政基盤の強化により、物価高騰の中にあっても、安定
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して持続可能な事業経営に努めるとともに、老朽化した施設の

整備を着実に進め、安全で安心な水の供給と良好な水環境の保

全に努めてまいります。 

公園につきましては、公園利用者の安全と安心を確保するた

め、既存公園の施設改修を進めてまいります。 

 

「市民協働・行財政運営」分野では、公有資産マネジメント

の取り組みとして、公共施設の維持更新コストの縮減や平準化

のため、施設の長寿命化等を図るほか、公共施設の集約化・多

機能化に取り組むなど、適正な整備に努めてまいります。 

デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の取り組みに

つきましては、「釧路市デジタル・トランスフォーメーション実

行計画」に基づき、ＡＩ
エーアイ

やノーコードツールの活用により業務

の見直しと効率化を図るとともに、デジタルデバイド対策とし

て、スマートフォン操作などに関する相談体制の整備に取り組

んでまいります。 

また、地場産品等の魅力を全国に発信するとともに、自主財

源を確保し健全な財政運営に寄与するため、ふるさと納税の寄

附増額に向けた戦略の２本柱として「魅力的な返礼品の開発」、

「わかりやすい情報発信」を位置づけ、返礼品の拡充や寄附者

への効果的な広告宣伝など、さらなる強化に向けた取り組みを

進めてまいります。 

市民と行政が 

ともに輝く 

みらいづくり 
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次に、公共料金についてであります。 

令和６年度の国民健康保険料につきましては、当該年度分の

北海道に納付する国保事業費納付金等を基に算定した結果、令

和５年度と比較し、一世帯当たりの平均保険料は医療分と後期

高齢者支援金等分の合計で 15円の減、介護分の一世帯当たりの

平均保険料は 735円の増となりました。 

また、国民健康保険運営の安定化を図るため、国保基金を活

用した特定健診の無償化を継続し、被保険者の健康寿命の延伸

や医療費の抑制等に取り組んでまいります。 

介護保険料につきましては、要介護認定者の増加に伴う介護

給付費の増加や介護報酬改定などにより、上昇が見込まれまし

たが、介護給付費準備基金から 12億円を繰り入れし、保険料の

軽減を図った結果、保険料の基準月額は 120円軽減され、5,530

円となっております。 

 

組織・機構改革につきましては、「釧路市定員管理計画」に

基づき、政策実現力の向上、人材育成の強化、責任所在の明確

化を図るため、係制を導入し、概ね３年を目途に、全ての担当

を係に移行いたします。 

職員定数につきましては、職員の適正な配置に取り組んだ結

果、市立釧路総合病院と市立高等学校教員を除き、増員、減員

とも８人、差引増減なしとなりました。 

公共料金 

組織・機構改革 
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今後とも適正な定員管理に努め、限られた経営資源を有効活

用できる行政執行体制の構築に取り組んでまいります。 

 

本市一般会計の歳入予算は、地方交付税が市税を大きく上回

る構造にあり、令和６年度予算におきましても、一般財源総額

約 550億２千万円のうち、市税は 37.1％の約 204億３千万円で

あるのに対し、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた比率は

46.5％となっており、国の地方財政対策の影響を受けやすい状

況にあります。 

 本市が自立的発展を目指すためには、市税などの自主財源を

増やすことが重要であることから、地域の経済を活性化し、雇

用を生み出し、市民の所得の向上を図り、個人市民税など市税

の増収に結び付く取り組みにより、持続可能で安定的な財政構

造への改革を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政構造改革 



 

- 24 - 

 

「楽しいからこそ、人は動き、集まる」 

 

これは、ニューヨーク証券取引所への上場を目指し、今や世

界が注目するリサイクルベンチャー企業となった株式会社ＪＥ

ＰＬＡＮ岩元美智彦会長の言葉であります。 

使い終えたもの全てを貴重な資源ととらえ、全てをリサイク

ルするという企業方針は、まちづくりに「環境」を掲げ、地域

にある全ての資源を活用する都市経営の視点で市政を運営して

きた釧路市としても理念を同じくするところであり、令和４年

から連携協定を締結して、様々な事業を行ってきております。 

そんなＪＥＰＬＡＮが、事業を作り上げていく上で、社員や

みんなのやる気を引き出し、数々のイベントで集客していく原

動力は「楽しい」というキーワードでありました。 

現在の社会情勢は、コロナ禍の影響を引きずり、繰り返され

る大規模災害や物価高騰、気候変動や人口減少問題などにより、

明るい未来が描きづらい状況にあり、逆に、課題や厳しさを前

面に出して物事を進める風潮が多いと思います。我慢や辛抱は

美徳であるものの、目的にはなり得ません。 

 

近年、幸福度や満足度を図る概念として、ウェルビーイング

という言葉を生み出した「ポジティブ心理学」と呼ばれる研究

Ⅲ おわりに 
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領域が注目されており、「感情」「没頭」「人間関係」「意味・意

義」「達成感」の５つの指標を提案し、人が幸せに生きることを

科学的に追求する学問と言われております。その研究成果の中

で特に私が注目する記述は「人には必ず強みと弱みが存在する

が、幸せな人は、自分の強みを知っていて、それを生かしてい

る」との部分です。 

このまちの強みは、ＡＴＷＳでも世界から評価を受けた豊か

な自然環境とそれを守り育ててきた人々のストーリー。32年ぶ

りに水揚げ日本一になった水産業をはじめとする一次産業。釧

路・根室の生活圏における都市機能等々、「ポテンシャルの高さ」

は衆目の一致するところです。併せて、様々な分野で活動する

方々とそれを支える方々の「市民エネルギー」。このまちの強み

を理解した上でそれらを生かすための方策を検討し、考え方や

方向性を発信しながら住民の幸福度を上げていく。一方で、経

済対策や防災対策など、ある意味ネガティブな課題に対しても

しっかり向き合って対策等を進めていく。 

これからのまちづくりには、このような視点が重要になって

くるものと考えております。令和６年度も皆様とともに力をあ

わせ、明るい未来を築き上げてまいります。 

 

議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を心よりお願い

申し上げまして、令和６年度の市政方針といたします。 


